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平成２９年度外国人在留総合インフォメーションセンターの運営業務

民間競争入札実施要項

１ 趣 旨

外国人在留総合インフォメーションセンター（以下「インフォメーションセンタ

ー」という。）は，出入国審査手続，在留期間更新許可申請等の在留審査手続，在留

管理制度等に関する手続，退去強制手続及び難民認定手続（以下「出入国管理業務

手続」という。）に関する来訪，電話及びメールによる相談に対して，各種言語によ

るきめ細やかな対応を行うことにより，在留外国人その他の関係者への行政サービ

スの向上を図ることを目的に全国の地方入国管理官署のうち８官署に設置している

相談窓口である。

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号，

以下「法」という。）は，公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って，

公共サービスの全般について不断の見直しを行い，その実施について透明かつ公正

な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより，国民のため，

より良質かつ低廉な公共サービスの提供を実現することを目指すものである。

本民間競争入札は，公共サービス改革基本方針（平成２８年６月閣議決定）にお

いて選定された大阪入国管理局のインフォメーションセンター運営業務について，

民間事業者の創意工夫やノウハウを活用することにより，当該業務の効率化及び質

の向上を図ることを目的として，法第１４条並びに法第１５条で準用する法第１０

条，第１１条第１項，第１２条並びに第１３条第１項及び第３項に基づき，民間事

業者に委託するために実施するものである。

２ 委託業務の内容及びその実施に当たり確保されるべき公共サービスの質

（１）委託対象相談窓口

大阪入国管理局（履行場所については別紙１のとおり。）

（２）相談業務実施時間等

ア 窓口取扱時間

月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。

この窓口取扱時間内においては，いわゆる昼休み時間帯も相談に応じるこ

と。なお，相談対応中に取扱時間が終了しても対応を継続するなど，窓口取

扱時間終了後においても，来客の状況に応じて柔軟に対応すること。

また，一般職の職員の勤務時間，休暇等に関する法律（平成６年法律第３

３号）又は地方入国管理局に勤務する職員の勤務時間の特例に関する訓令（平

成１７年９月２８日付け人服訓第２２６６号大臣訓令）の改正その他の事由

により窓口取扱時間の変更がある場合には，国はあらかじめ受託事業者に通

知するものとし，受託事業者はそれに従わなければならない。

イ 休日

休日は，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す
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る休日及び一般職の職員の勤務時間，休暇等に関する法律に規定する週休日

（日曜日及び土曜日）並びに１２月２９日から翌年の１月３日までの日（年

末年始の休日）とする。

（３）業務内容

委託業務内容は，別紙２「委託業務の内容」のとおりであり，その相談対象

となる出入国管理業務手続については，出入国管理及び難民認定法（昭和２６

年政令第３１９号），日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）などの法令に定められて

おり，その業務の流れは，おおむね，別紙３「入国手続・在留手続等に係る相

談等対応業務」のとおりである。

なお，受託事業者には出入国管理業務手続相談に必要な手引き（マニュアル）

を貸与する。受託事業者は，法令等に反しない限り，その創意工夫を発揮する

ために手引きと異なる取扱いをすることができる。ただし，手引きと異なる取

扱いをする場合には，受託事業者は，下記５（２）イの提案書において提案し

ている場合を除き，あらかじめ国と協議してその了解を得るものとする。

また，受託事業者は委託業務を実施するに当たり，下記５（２）イの提案書

で提案した配置人員数を含む業務処理体制を常に維持するものとする。

（４）確保されるべき公共サービスの質

本委託業務実施に関して確保されるべき公共サービスの質を確保するため，

民間事業者に対して以下の要求水準を設定する。ただし，本要求水準は，国が

要求する最低限の水準である。そのため，当該水準を上回る水準を確保できる

場合には，そのような実施を制限するものではない。

（要求水準）

法務省が別に定める実施方法により，本委託実施期間中に年２回実施する利

用者アンケート調査において，「応接態度が適切であったか」及び「必要な情報

を得られたか」に関する満足度において，それぞれ９０％以上の利用者から「満

足」，「ほぼ満足」又は「普通」との評価を受けること。

（５）契約の形態及び委託費の支払

ア 契約の形態は，委託契約とする。

イ 委託費は，落札金額に，消費税率を乗じた額を加算した額を基本額とし，

当該基本額を業務実施期間の総月数（３６か月）で除した額（１円未満の端

数は切り捨てる。）を，毎月，大阪入国管理局において，上記２（３）の業務

内容が実施され，必要な検査に合格した後に支払うものとする。

（６）委託費の減額措置

国は，本委託業務の実施に関して次のいずれかの事由に該当する場合には，

委託費を減額する。

なお，委託費を減額した場合においても，委託契約の解除事由に該当したこ

とによる契約の解除及び下記の事由に該当したことにより生じた損害について

の損害賠償を妨げるものではない。

ア 下記９（１）イの指示を受けた受託事業者が，当該指示において定めた期
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限までに当該指示に係る必要な措置を講じなかった場合には，必要な措置が

講じられるまでの間（当該期限とされた日の属する月から必要な措置が講じ

られた日の属する月）の委託費から，その額に１０％を乗じた金額を減額す

る。

イ 受託事業者が下記５（２）イの提案書において提案した業務処理体制に係

る業務従事者数を配置できなかった場合（別紙１で指定した使用言語に対応

可能な相談員を配置できなかった場合を含む。）には，１日当たりの委託費を

算出（１か月の委託費を当該月の稼働日数で除した額）し，その額に５％を

乗じた金額を配置できなかった日数に乗じて当該月の委託費から減額する。

３ 実施期間

本委託業務の実施期間は，平成２９年７月１日から平成３２年６月３０日まで

とする。

４ 入札参加資格

（１）法第１５条において準用する法第１０条各号（第１１号を除く。）に該当する

者でないこと。

（２）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）

第７０条の規定に該当しない者であること。

なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であって，契約締結のために必要な

同意を得ている者は，同条中，特別の理由がある場合に該当する。

（３）予決令第７１条に該当しないこと。

（４）予決令第７３条の規定に基づき，支出負担行為担当官が定める資格を有する

者であること。

なお，同資格の具体的事項については，下記６（１）ア（ア）に記載のとお

りである。

（５）次のいずれかに該当する者であること。

ア 平成２８・２９・３０年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）におい

て，近畿地域における「役務の提供等」のＡ又はＢ等級に格付けされている

者であること。

イ 平成２８・２９・３０年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）におい

て，近畿地域における「役務の提供等」のＣ等級に格付けされている者で，

本件競争入札に係る役務の提供と同等以上の仕様の役務の提供の履行実績を

有することを証明できる者であること。

（６）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

（７）労働保険，厚生年金保険等の適用を受けている場合，保険料等の滞納がない

こと。

５ 入札に参加する者の募集

（１）入札に係るスケジュール
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ア 入札公告 平成２９年１月中旬頃

イ 入札説明会 平成２９年１月下旬頃

大阪入国管理局において入札説明会を開催する。

ウ 入札説明会後の質問期限 平成２９年２月上旬頃

エ 提案書提出期限 平成２９年２月下旬頃

オ 入札参加者による説明(プレゼンテーション)

平成２９年３月上旬頃

カ 入札書提出期限・開札 平成２９年４月上旬頃

キ 引継・準備期間 平成２９年５月上旬頃～平成２９年６月末

ク 契約の締結 平成２９年７月１日

（２）入札実施手続

ア 入札の単位

入札は，大阪入国管理局で実施する。

イ 提出書類

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は，入札価格を

記載した書類（以下「入札書」という。）及び総合評価のための事業運営の具

体的な方法，公共サービスの質の確保の方法等に関する書類（以下「提案書」

という。）を提出すること。

ウ 入札書の内容

入札参加者が提出する入札書に記載する金額は，入札の参加に要する経費

及び人件費（労働保険料，社会保険料及び委託業務開始前に実施する研修の

ための人件費を含む。），旅費，事務費その他委託業務の実施に要する一切の

諸経費（国が負担する費用は除く。）を含めて入札価格を見積るものとし，消

費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった

経費の１０８分の１００に相当する金額を記載すること。

エ 提案書の内容

提案書には，下記６の「委託業務を実施する者を決定するための評価の基

準」に示した各要求項目に対する提案を具体的に記載すること。

提案書の作成に資するため，入札説明会時において，希望者に対し，複写

等をしないことの誓約書を徴した上で上記２（３）の手引きを貸与する。入

札参加者は，法令等に反しない限り，その創意工夫を発揮して，同手引きと

異なる取扱いを内容とする提案をすることができる。

なお，入札への参加を希望する者は，提案書提出期限の１週間前までに，

その提案内容が法令等に反するか否かについて，大阪入国管理局に対し確認

を求めることができる。確認を求められた大阪入国管理局においては，当該

確認を求められた日から起算して３開庁日以内に回答する。

オ 提案書の添付資料の内容

提案書には次の資料を添付するものとする。

（ア）提案書の内容の概要に関する資料

別紙４に定める様式により，提案内容を要約した「提案内容整理表」を
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作成すること。

（イ）民間事業者に関する資料

ａ 民間事業者の概要に関する資料

ｂ 提案書の記載内容を証する資料

(a) 労働社会保険諸法令の遵守状況に関する資料

(b) 財務状況に関する資料

(c) 受託実績に関する資料

(d) 個人情報の取扱いに関する資料

(e) その他提案書の記載内容に関する資料

ｃ 上記４（５）ア又はイの平成２８・２９・３０年度法務省競争参加資

格（全省庁統一参加資格）の格付けがされている者であることを証する

書類

ｄ 上記４（５）イに該当する場合には，本件競争入札に係る役務の提供

と同等以上の仕様の役務の提供の履行実績を証する資料

ｅ 次のいずれかの企業（以下「ワーク・ライフ・バランス等推進企業」

という。）に該当する場合には，それを証する書類（認定の取消しなどに

より記載された内容と異なる状況となった場合には，直ちに届け出るこ

と。）

(a) ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として，女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女

性活躍推進法」という。），次世代育成支援対策推進法（平成１５年法

律第１２０号。以下「次世代法」という。），青少年の雇用の促進等に

関する法律（昭和４５年法律第９８号。以下「若者雇用促進法」とい

う。）に基づく認定を受けた企業

(b) 女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満

了していないものに限る。）を策定した企業（常時雇用する労働者の数

が３００人以下のものに限る。）

（ウ）暴力団排除条項に該当しないこと及び暴力団又は暴力団関係者を再委託

先としないことを誓約する書面（別紙５）及び法第１５条において準用す

る法第１０条各号に規定する欠格事由の審査に必要な書類

カ 入札の無効

本実施要項に示した競争参加資格のない者，別に定める入札説明書の入札

条件に違反した者又は入札参加者に求められる義務を履行しなかった者の提

出した入札書及び提案書は無効とする。

キ 入札の延期

入札参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって，競争入札

を公正に執行することができない状態にあると認められるときは，当該入札

を延期することがある。

ク 代理人による入札

（ア）代理人が入札する場合には，入札書に入札参加者の氏名，名称又は商号，
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代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印（外国人の署

名を含む。）するとともに，入札時までに別途定める様式による委任状を提

出しなければならない。

なお，開札において別の代理人が立ち会う場合は，開札当日に当該委任状

を提出しなければならない。

（イ）入札参加者又はその代理人は，本件調達に係る入札について他の入札参

加者の代理人を兼ねることができない。

６ 委託業務を実施する者を決定するための評価の基準

委託業務を実施する者（この項において「落札者」という。）の決定は，総合評

価方式によるものとする。なお，評価は，大阪入国管理局に設置する評価委員会

（評価委員会は，外部の有識者等により構成するが，入札参加者及びその関係者

を委員とすることはできない。）において行うものとする。入札参加者は，評価委

員会において，口頭による説明（プレゼンテーション）を行わなければならない。

（１）評価の方法

落札者を決定するための評価は，提出された提案書の内容が，委託業務を実

施する者として必要な要件を備え，かつ，委託業務の目的に沿った実行可能な

ものであるか（必須項目審査），また，より良質な公共サービスの提供を実現す

るために効果的なものであるか（加点項目審査），さらに，入札参加者がワーク

・ライフ・バランス等推進企業であるか（加点項目審査）について行う。

ア 必須項目審査

国は，入札参加者が提案書に記載した内容から，次の（ア）から（エ）ま

での必須項目（最低限の要求項目）を満たしていることを審査する。全て満

たす場合は合格として基礎点（２５０点）を与え，１つでも満たしていない

場合は失格とする。

（ア）委託業務の適正，確実な実施に当たっての基本的要件

ａ 労働社会保険諸法令を遵守していること。

【審査の観点】

労働保険，厚生年金保険等の適用を受けている場合，直近１か年にお

いて，保険料等の滞納がないか。

ｂ 本契約の履行に支障のない財務状況であること。

【審査の観点】

直近３か年の決算において，債務超過の状態にないか。

ｃ 直近３か年の委託事業を適正に実施したこと。

【審査の観点】

直近３か年において，契約金額が１千万円以上の継続的（６か月以上）

な役務の提供をする委託事業を適正に実施したか。

ｄ 個人情報の取扱いを適正に実施すること。

【審査の観点】

プライバシーマーク若しくはＩＳＯ２７００１又はこれと同等の資格，
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認証を取得しているか。

（イ）委託業務に係る管理体制

ａ コンプライアンス・セキュリティ管理（秘密の保持及び個人情報の保

護に関するものを含む。）についての社内体制（体制，研修の実施等）

ｂ 業務従事者の管理体制（受託業務の全般を総括し，業務従事者の指揮

・監督を行うとともに，国の職員との連絡・調整を行う責任者（副責任

者（業務管理代行者）を含む。以下「業務管理者等」という。）を履行場

所に常駐する者の中から指定すること。）

ｃ 品質の管理体制(接遇，速度，正確性，知識力等公共サービスの質を維

持向上するための措置等)

ｄ 事故時等緊急事態に対応できる体制（対象事業履行場所を含む社内体

制）

ｅ 委託業務に係る取扱いや国からの指示等を業務従事者に対し，確実に

周知するための体制

（ウ）業務処理体制（公共サービスの質を確保できる体制）

ａ 各業務の業務処理体制

対象事業履行場所に，以下の各業務の具体的な業務処理体制，支援体

制及び人員補助体制を整えること（業務別人的構成）。

なお，その一部について再委託により配置する場合はその旨を記載す

ること。

① 出入国管理業務手続に係る相談等対応業務

来庁者に対する対応

② 管理業務

ｂ 語学能力を有する相談員の配置

相談員の配置に当たっては，別紙１（対象事業履行場所等一覧）の使

用言語別欄に記載した言語での相談に対応できる者を従事させること。

なお，外国語能力としては，相談業務に支障がない程度とする。また，

上記以外の外国語についても可能な限り柔軟に対応すること。

（エ）研修体制

委託業務の適正かつ確実な実施のため，次の内容を含む事前研修（委託

業務の開始前に業務従事者に対して実施する研修及び委託業務の開始後に

新たに採用した業務従事者に対して実施する研修）及び継続研修（委託業

務の開始後に業務従事者に対して年１回実施する研修）の計画を策定し，

これに基づいて研修を実施すること。

ａ 事前研修

(a) 出入国管理業務手続に関する知識を習得させるための研修

(b) 接遇・苦情処理研修

(c) コンプライアンス・セキュリティ研修

(d) マネジメント研修（業務管理者等に対する研修）

(e) リハーサル研修
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ｂ 継続研修

(a) 出入国管理業務手続に関する知識を習得させるための研修

(b) 接遇・苦情処理研修

(c) コンプライアンス・セキュリティ研修

イ 加点項目審査

アで合格となった提案書の内容について，さらに，次の（ア）から（エ）

までの加点項目について，委託業務の目的及び内容に照らし，より良質な公

共サービスの提供を実現するために効果的であるかという観点で審査を行い，

加えて，（オ）の加点項目について，入札参加者がワーク・ライフ・バランス

等推進企業であるかについて審査を行い，加点（最高２２０点）を与える。

具体的には，各評価委員は，（ア）から（エ）までの加点項目について，加

点項目ごとに提案書の内容を審査して表１の採点基準により採点を行い，各

評価委員のポイントの合計を表２に当てはめることにより当該加点項目の評

価を決定し，加点項目ごとに定めた加点得点の表に当てはめて加点を与える。

また，国は，（オ）の加点項目について，入札参加者が提出したワーク・ラ

イフ・バランス等推進企業であることを証する書類を確認の上，該当する場

合に加点を与える。

【表１】

採点基準 ポイント

非常に優れている ３Ｐ

優れている ２Ｐ

標準的・普通 １Ｐ

記載なし又は効果が期待できない ０Ｐ

【表２】

評価委員数

評 価 ３名 ４名 ５名

Ａ評価 ８Ｐ～９Ｐ １０Ｐ～１２Ｐ １２Ｐ～１５Ｐ

Ｂ評価 ６Ｐ～７Ｐ ７Ｐ～９Ｐ ８Ｐ～１１Ｐ

Ｃ評価 ２Ｐ～５Ｐ ３Ｐ～６Ｐ ４Ｐ～７Ｐ

Ｄ評価 ０Ｐ～１Ｐ ０Ｐ～２Ｐ ０Ｐ～３Ｐ

（ア）業務処理体制についての提案

〈審査の観点〉

・ 適切な業務処理を行うために各業務ごとの必要な配置人員数や相談を受け

るまでの待ち時間及び相談に対する適切な応答に要する時間の短縮などサー

ビスの質の向上に資する方策が各業務ごとに具体的に提案され，かつ効果的

なものであるか。

・ 相談業務実施時間内において，公共サービスの質として国が要求する水準

を達成するために必要な窓口等を開設するための勤務（シフト）体制が具体

的に提案され，かつ効果的なものであるか。

・ 下記（イ）に掲げる者と各相談員との連携方策が具体的に提案され，かつ
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効果的なものであるか。

・ 不測の事態（相談件数が大きく増加し，確保されるべき公共サービスの質

として国が要求する水準を大きく下回ることが明らかな状況）に備えた人員

補助，応援体制が具体的に提案され，かつ効果的なものであるか。

・ 公共サービスの質を確保する観点から，業務従事者の中に一日の始業時か

ら終業時までを通して従事できる者が相当数含まれているか。

【加点得点】

Ａ評価 ７０点

Ｂ評価 ４５点

Ｃ評価 ２５点

Ｄ評価 ０点

（イ）相談対応業務についての実務経験を有する者及び語学能力を有する者の

配置についての提案

〈審査の観点〉

・ 面接等による相談対応業務についての実務経験を有する者の配置が具体的

に提案され，かつ効果的なものであるか。

・ できる限り多くの言語で対応できる配置を含めた業務処理体制が具体的に

提案され，かつ効果的なものであるか。

【加点得点】

Ａ評価 ５０点

Ｂ評価 ３５点

Ｃ評価 ２０点

Ｄ評価 ０点

（ウ）研修計画についての提案

〈審査の観点〉

・ 次の事項に関する委託業務の開始の前後におけるスキルアップのための研

修計画が具体的に提案され，かつ効果的なものであるか。

ａ 出入国管理業務手続に関する知識

ｂ 接遇・苦情処理

ｃ コンプライアンス・セキュリティ管理

ｄ マネジメント能力（対象は業務管理者等）

【加点得点】

Ａ評価 ４０点

Ｂ評価 ２５点

Ｃ評価 １５点

Ｄ評価 ０点

（エ）自己モニタリングの実施についての提案

〈審査の観点〉

過誤防止，待ち時間短縮その他サービスの向上等に資する観点から，

・ 自己モニタリングの実施方法が具体的に提案され，かつ効果的なものであ
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るか。

・ 自己モニタリングに基づく業務従事者への指導方法が具体的に提案され，

かつ効果的なものであるか。

・ 業務従事者への指導後の検証方法が具体的に提案され，かつ効果的なもの

であるか。

【加点得点】

Ａ評価 ４０点

Ｂ評価 ２５点

Ｃ評価 １５点

Ｄ評価 ０点

（オ）ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する評価

複数の認定等に該当する場合は，最も配点が高い区分により加点を行う。

○女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業）

・１段階目（※１） 加点得点 １０点

・２段階目（※１） 加点得点 １６点

・３段階目 加点得点 ２０点

・行動計画（※２） 加点得点 ４点

※１ 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。

※２ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がな

い事業主（常時雇用する労働者の数が３００人以下のもの）に

限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合

のみ。）。

○次世代法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）

・くるみん 加点得点 １０点

・プラチナくるみん 加点得点 １８点

○若者雇用促進法に基づく認定

・ユースエール認定 加点得点 １８点

（２）落札者の決定等

ア 必須項目審査により得られた基礎点（２５０点）と加点項目審査により得

られた加点（最高２２０点）の合計点を入札価格（予決令第７９条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であるものに限る。）で除して得

た数値が最も高い者を落札予定者とする。

ただし，最も高い点数を得た者の入札価格が予定価格の６割に満たない場

合は，その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある

と認められるとき，又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を

乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは，次の事項につ

いて改めて調査し，当該おそれがあると認められた場合には，所要の手続を

経て，次順位以下の入札参加者から落札予定者を決定する。

（ア）当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性（当該単価で適切な人材

が確保されるか否か，配置予定の被用者に支払われる賃金額が適正か否か，
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配置予定の被用者が当該金額で了承しているか否か等）

（イ）当該契約の履行体制（業務従事者の人数・内訳，経歴，勤務時間，専任

兼任の別，業務分担が適切か否か等）

（ウ）当該契約期間中における他の契約請負状況

（エ）国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況

（オ）資産状況

（カ）経営状況

（キ）信用状況

イ 落札予定者となるべき者が２名以上あるときは，直ちに当該入札参加者に

くじを引かせ，落札予定者を決定するものとする。また，入札参加者又はそ

の代理人が直接くじを引くことができないときは，入札執行事務に関係のな

い職員がこれに代わってくじを引き，落札予定者を決定するものとする。

ウ 落札予定者については，開札後，速やかに暴力団排除条項該当性の有無に

ついて，警察庁に対して意見聴取を行い，意見聴取の結果，「該当しない」旨

の回答があった場合には，落札者として決定する。

また，「該当する」旨の回答があった場合には，当該落札予定者による入札

を無効とし，次順位以下の入札参加者から落札予定者を決定し，前述同様，

警察庁に対して意見聴取を行い，落札者を決定する。

エ 落札者が決定したときは，遅滞なく落札者の氏名若しくは名称，落札金額，

落札者の決定理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方

法の概要について公表するものとする。

オ 落札者が決定したときは，希望する入札参加者に対して，当該入札参加者

が提出した提案書の評価に関する各評価委員のコメントを通知するものとす

る。

カ 入札参加者又は代理人の入札のうち，予定価格の制限に達した価格の入札

がないときは，直ちに再度の入札を行うものとし，複数回の入札によっても

なお落札者となるべき者が決定しない場合は，原則として，入札条件を見直

し，再度公告入札を行う。

７ 従来の実施状況に関する情報の開示（別紙６のとおり）

（１）委託業務に関する従来の実施に要した経費

（２）委託業務に関する従来の実施に要した人員

（３）委託業務に関する従来の実施に要した施設，設備及び物品

（４）委託業務に関する従来の実施における目的の達成の程度

（５）従来の実施方法等

８ 受託事業者に使用させることができる施設・設備・物品

（１）委託業務を実施するために必要な施設及び設備（上記７（３）に掲げる施設

及び設備）については，これを使用することができる。

ただし，施設等を改修又は改造して業務を行う場合には，あらかじめ国の承
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認を得るものとし，改修等のために必要となる費用及び委託終了時の原状回復

に要する費用は受託事業者の負担とする。

また，庁舎，施設等の保安管理上，委託業務に従事するため庁舎内に立ち入

る業務従事者については，入館証等の交付のため顔写真，身分事項等を庁舎管

理責任者等に提出しなければならない。

（２）委託事業を実施するために必要な次に掲げる物品については，これを使用さ

せる。

ア 窓口備付用各種申請書類

イ コピー用紙

ウ 窓口等備付用筆記具

エ その他業務処理に必要と認められる物品

（３）使用が認められた施設，設備及び物品については善良な管理者の注意をもっ

て使用するとともに，これを目的外に使用してはならない。

また，受託事業者の責めに帰すべき事由により，破損，故障，紛失等による

損害が生じた場合においては，これを賠償するものとする。

９ 受託事業者が委託業務を実施するに当たり国に対して報告すべき事項，秘密を

適正に取り扱うために必要な措置その他委託業務の適正かつ確実な実施確保のた

めに契約により受託事業者が講ずべき措置に関する事項等

（１）報告事項等

ア 報告事項

（ア）受託事業者は，毎日の業務終了後，当日の実施状況を記載した業務報告

書（別紙７のとおり）及び勤務（シフト）実績表を作成し，翌開庁日に国

に提出しなければならない。

なお，業務報告書の書式及び報告すべき事項については，国と受託事業

者との協議により変更，追加することができる。

（イ）受託事業者は，毎月の実施状況を記載した事業報告書（別紙８のとおり）

を作成し，翌月５開庁日までに国に提出しなければならない。

なお，事業報告書の書式及び報告すべき事項については，国と受託事業

者との協議により変更，追加することができる。

（ウ）受託事業者は，毎月の相談件数統計表（別紙９のとおり）を作成し，翌

月５開庁日までに国に提出しなければならない。

なお，相談件数統計表の書式及び報告すべき事項については，国と受託

事業者との協議により変更，追加することができる。

（エ）受託事業者は，委託業務実施に係る１週間分の勤務（シフト）予定表を

作成の上，前週までに国に提出しなければならない。

なお，勤務（シフト）予定表の対象期間と提出期限については，国と受

託事業者との協議により変更することができる。

（オ）受託事業者は，不正・不当事案等が発生した場合は，直ちに国に報告す

るとともに，当該事案が発生した原因を調査して，改善策を検討し，国が
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指定する日までに書面で報告しなければならない。

（カ）国は，委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため，又は受託事業者

から国に報告された内容について確認する必要があると認めるときは，受

託事業者に対し，委託業務の実施に関し必要な報告を求め，又は国の職員

に事務所その他の施設に立ち入り，委託業務の実施状況若しくは帳簿，書

類その他の物件を検査させ，若しくは質問させることができる。立入検査

をする国の職員は，検査等を行う際には，当該検査等の根拠を受託事業者

に明示するとともに，当該検査等が法第２６条第１項に基づくものである

場合には，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示する。

イ 指示

国は，上記２（４）に定める公共サービスの質が満たされない場合のほか

委託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは，

受託事業者に対し，期限を定めて必要な措置をとるべきことを指示すること

ができるものとし，国から指示を受けた受託事業者は，具体的な措置案を国

に提示し，その了解を得た上で，速やかに実施するものとする。

（２）委託業務に係る人的体制の整備

受託事業者は，提案書において提案した委託業務に係る人的体制を整備し，

国が指定する日（平成２９年６月上旬）までに，業務従事者の名簿及び疎明資

料（公的証明書等の写し）を国に提出しなければならない。

また，委託業務の開始後に新たに業務に従事させようとする者については，

その都度，委託業務に従事するまでに提出しなければならない。

（３）秘密の保持等

ア 個人情報の取扱い等

（ア）受託事業者は，個人情報を適正に管理するために必要な以下に掲げる措

置を講じなければならない。

ａ 個人情報の適正な取扱方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。

ｂ 個人情報の適正な取扱方法についての研修の計画を策定し，これに基

づいて業務従事者に対して研修を実施すること。

（イ）受託事業者は，就業規則等において，以下に掲げる事項を定めなければ

ならない。

ａ 個人情報の取扱いに係る業務に関する事項

ｂ 個人情報の取扱状況の点検及び監督に関する事項

ｃ 個人情報の取扱いに関する責任者及び業務従事者の役割及び責任に関

する事項

ｄ 個人情報の取扱いに関する規定に違反した業務従事者に対する処分に

関する事項

（ウ）上記（ア）及び（イ）については，受託事業者が委託業務に関して知り

得た法人の情報についても同様である。

イ 秘密の保持

（ア）受託事業者（その者が法人である場合にあっては，その役員）若しくは
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その職員その他の業務従事者（以下「受託事業者等」という。）又は受託事

業者等であった者は，委託業務に関して知り得た秘密を漏らし，又は盗用

してはならない。

（イ）受託事業者等又は受託事業者等であった者は，委託業務に関して知り得

た秘密を漏らし，又は盗用することとならない場合であっても，委託業務

の実施に関して知り得た情報を委託業務の用に供する目的以外に利用して

はならない。

（ウ）上記（ア）に反して，秘密を漏らし，又は盗用した場合には，法第５４

条により罰則の適用がある。

（４）契約に基づき受託事業者が講ずべき措置

ア 研修及び引継ぎの実施

（ア）研修

受託事業者は，業務に従事させようとする者の経験・能力を踏まえ，上

記６（１）ア（エ）に係る事前研修計画の具体案を策定して，委託業務の

開始前に行う研修については平成２９年５月上旬頃までに，委託業務の開

始後に業務に従事することとなった者に対して行う研修についてはその都

度，国に提出し，これに従って，委託する業務の実施に必要な研修を実施

しなければならない。また，研修の実施に当たっては，業務に従事させよ

うとする者との間で雇用契約の締結・日当の支払など労働社会保険諸法令

を遵守しなければならない。

なお，国は，研修計画の策定に当たり，受託事業者に対して必要な助言

を行うとともに，出入国管理業務手続に係る知識の習得の指導等，必要に

応じ研修に協力するものとする。

受託事業者は，実施した事前研修の結果を，委託業務の開始前に行う研

修については平成２９年６月末までに，委託業務の開始後に業務に従事す

ることとなった者に対して行う研修については研修実施後速やかに，国に

報告しなければならない。

また，受託事業者は，委託業務の開始前に，上記６（１）ア（イ）ｂで

指定した業務管理者等に対して，国が実施する研修（１か月程度）を受講

させなければならない。

ただし，本委託業務の業務従事者又は業務管理者等として，６月以上の

実務経験がある者及び国がそれと同等以上の経験を有すると認める者につ

いては，事前研修及び国が実施する研修の受講を省略することができる。

委託業務の終了に伴い受託事業者が変更する場合は，次期受託事業者が

実施する研修及び国が次期受託事業者の相談員に対して実施する相談業務

研修の実施に協力しなければならない。

（イ）引継ぎ

委託業務の終了に伴い，受託事業者が変更する場合は，国は引継ぎに必

要な措置を講じるので，現にインフォメーション相談業務を実施している

民間事業者は，次期受託事業者による委託業務の開始前に，委託業務の実
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施に必要な引継ぎ（貸与物品類の引継ぎ，業務報告書，事業報告書，統計

表作成上の留意点，その他特に引き継ぐべき事項）をしなければならず，

次期受託事業者はその引継ぎを受けなければならない。

なお，業務管理者等に対する業務処理上のノウハウの引継ぎは，業務管

理者等の能力・経験を踏まえた上で行うものとする。

イ 委託業務の開始及び中止

（ア）受託事業者は，締結された契約に定められた業務開始日に，確実に委託

業務を開始しなければならない。

（イ）受託事業者は，やむを得ない事情により，委託業務を中止しようとする

ときは，あらかじめ国の承認を受けなければならない。

なお，受託事業者の責めに帰すことのできない事情により委託業務を中

止する場合においては，国は，当該月の委託費（毎月，委託費の額の月割

りの額を支給）を日割計算にて支給するものとする。

ウ 公正な取扱い

受託事業者は，サービスの提供について，利用者を区別することなく公正

に取り扱わなければならない。

エ 利用者への勧誘等の禁止

受託事業者は，委託業務を実施するに当たって，利用者に対し，委託業務

の内容を構成しない有償サービス等の利用を勧誘し，又は金品若しくは役務

の提供を要求してはならない。

オ 委託業務の表示等

受託事業者は，委託業務を実施する場所において，利用者に対し，当該業

務が国の委託を受けて実施されている旨を明らかとする表示をしなければな

らない。

また，委託業務を実施する従事者は，身分証又は識別証等を利用者から見

え易い場所に掲示しなければならない。

カ 帳簿，書類等

受託事業者は，委託業務に係る会計に関する帳簿書類を作成し，委託業務

を終了した日又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存

しなければならない。

キ 権利の譲渡等

（ア）受託事業者は，委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者

に譲渡してはならない。ただし，信用保証協会及び中小企業信用保険法施

行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対し

て売掛債権を譲渡する場合にあっては，この限りではない。

（イ）上記（ア）のただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合に

は，国の対価の支払による弁済の効力は，国が，予決令第４２条の２の規

定に基づき，センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生

ずるものとする。

（ウ）受託事業者は，委託業務の実施が，第三者の特許権，著作権その他の権
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利に抵触するときは，受託事業者の責任において，必要な措置を講じなけ

ればならない。

（エ）受託事業者は，委託業務の実施状況を公表しようとするときは，あらか

じめ国の承認を受けなければならない。

ク 再委託

（ア）受託事業者は，委託業務の全部を他の民間事業者に再委託してはならな

い。

（イ）受託事業者は，委託業務の一部について再委託をしようとする場合には，

原則としてあらかじめ提案書において，再委託先に委託する業務の範囲，

再委託をすることの合理性及び必要性，契約金額，再委託先の履行能力並

びに報告徴収その他の運営管理の方法（以下「再委託範囲等」という。）

について記載するものとする。

（ウ）受託事業者は，委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う

場合には，再委託範囲等を明らかにした上で，国の承認を得なければなら

ない。

（エ）受託事業者は，再委託をする場合には，受託事業者が国に対して負う義

務を適切に履行するため，再委託先に対し上記９（３）及び（４）に規定

する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに，再委託

先から必要な報告を徴収しなければならない。

（オ）再委託先は，上記９（３）及び（４）に規定する事項については，受託

事業者と同様の義務を負うものとする。

（カ）上記（イ）から（オ）までに基づき，受託事業者が再委託先に業務を実

施させる場合は，全て受託事業者の責任において行うものとし，再委託先

の責めに帰すべき事由については，受託事業者の責めに帰すべき事由とみ

なして，受託事業者が責任を負うものとする。

ケ 委託契約の内容の変更

国及び受託事業者は，委託業務の更なる質の向上を図る必要があるため，

又はやむを得ない事由がある場合等により本委託契約の内容を変更しようと

する場合は，あらかじめ変更の内容及び理由について，相手方の承認を得な

ければならない。

コ 委託契約の解除等

国は，受託事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは，受託事業者

に対し，委託費の支払いを停止し，又は委託契約を解除することができる。

なお，上記により国が契約を解除したときは，受託事業者は，違約金とし

て契約金額の１００分の１０に相当する金額を国に納付するとともに，国と

の協議に基づき，委託業務の処理が完了するまでの間，責任をもって当該業

務の処理を行わなければならない。上記違約金の定めは，違約金額を超過す

る損害額についての損害賠償を妨げるものではない。

（ア）偽りその他の不正の行為により落札者となったとき。

（イ）法第１４条第２項第３号又は法第１５条において準用する法第１０条各
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号（第１１号を除く。）の規定による民間競争入札に参加する者に必要な資

格の要件を満たさなくなったとき。

（ウ）法第２０条第１項の規定による契約に従って委託業務を実施できなかっ

たとき，又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。

（エ）（ウ）に掲げる場合のほか，法第２０条第１項の契約において定められた

事項について重大な違反があったとき。

（オ）法令又は契約に基づく報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は検査

を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して回答せず，若しく

は虚偽の回答をしたとき。

（カ）法令又は契約に基づく指示に違反したとき。

（キ）受託事業者等が，法令又は契約に違反して，委託業務の実施に関して知

り得た秘密を漏らし，又は盗用したとき。

（ク）受託事業者等が，法令又は契約に違反して，委託業務の実施に関して知

り得た情報を目的外に利用したとき。

（ケ）暴力団員を業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになっ

たとき。

（コ）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているこ

とが明らかになったとき。

サ 委託契約の解釈

委託契約に関して疑義が生じた事項については，その都度，国と受託事業

者で協議する。

10 受託事業者が委託業務を実施するに当たり第三者又は国に損害を加えた場合に

おいて，その損害の賠償に関し契約により当該受託事業者が負うべき責任に関す

る事項

（１）委託業務を実施するに当たり，受託事業者等が，故意又は過失により，第三

者に損害を加えた場合における当該損害に対する賠償等については，次に定め

るところによるものとする。

ア 国が国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第１条第１項等に基づき当

該第三者に対する賠償を行ったときは，国は受託事業者に対し，当該第三者

に支払った損害賠償額（当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が

存する場合は，国が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）

について求償することができる。

イ 受託事業者が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条等に基づき当該

第三者に対する賠償を行った場合であって，当該損害の発生について国の責

めに帰すべき理由が存するときは，当該受託事業者は国に対し，当該第三者

に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に

ついて求償することができる。

（２）委託業務を実施するに当たり，受託事業者等が，故意又は過失により，国に

損害を加えた場合には，受託事業者は当該損害に対する賠償の責めに任ずるも
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のとする（ただし，当該損害の発生につき，国の責めに帰すべき理由が存する

ときは，当該国の過失割合に応じた部分を除く。）。

11 委託業務に係る評価に関する事項

（１）委託業務の実施状況に関する調査の時期

委託業務の実施状況調査については，総務大臣が行う評価の時期を踏まえ，

平成３１年１月に実施するものとする。

（２）調査の実施方法

国は，次の調査項目について，実施状況の調査を行う。

ア 利用者アンケート調査結果（上記２（４）アの利用者アンケート調査結果

を用いる。）

イ 実施経費

ウ 調査期間中の総相談件数

エ 委託業務の実施状況の評価に必要な事項

（３）評価方法

受託事業者の実績と従来の実績との比較を行う。

12 その他委託業務の実施に関し必要な事項

（１）委託業務実施状況等の委員会への報告

受託事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について，委託業務

終了後に監理委員会へ報告するとともに，法第２６条及び第２７条に基づく報

告徴収，立入検査，指示等を行った場合には，その都度，措置の内容及び理由

並びに結果の概要を監理委員会に報告することとする。

（２）国の監督体制

ア 本委託業務の契約に係る監督は，契約担当官等が，自ら又は補助者に命じ

て，立会い，指示その他の適切な方法によって行うものとする。

イ 本委託業務の実施状況に係る監督は，上記９（１）により行うこととする。

ウ 本委託業務に関し，公共サービスを適正に実施し，又は向上させるとの観

点から情報共有や課題の検討を行うため，受託事業者との間で毎月１回定例

の連絡会議を開催するものとし，その他必要に応じて随時打合せを行うこと

とする。

エ 国は，受託事業者が置いた業務管理者等との連絡・調整（受託事業者から

の業務処理上の質問に対する対応を含む。）を行う職員（委託元責任者）を置

くものとする。

（３）受託事業者の責務等

ア 本委託業務に従事する者は，刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰

則の適用については，法第２５条第２項の規定により公務に従事する職員と

みなされる。

イ 受託事業者は，会計検査院が必要と認めるときには，会計検査院法（昭和

２２年法律第７３号）第２５条及び第２６条により，会計検査院の実地の検
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査を受けたり，同院から直接又は法務省を通じて，資料・報告等の提出を求

められたり質問を受けたりすることがある。

ウ 次のいずれかに該当する者は法第５５条の規定により３０万円以下の罰金

に処せられる。

（ア）法第２６条第１項の規定による報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，

又は法第２６条第１項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，

若しくは質問に対して回答せず，若しくは虚偽の回答をした者。

（イ）正当な理由なく，法第２７条第１項の規定による指示に違反した者。

エ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業員が，そ

の法人又は人の業務に関し，上記ウの違反行為をしたときは，法第５６条の

規定により，行為者が罰せられるほか，その法人又は人に対して上記ウの刑

が科されることとなる。



対象事業履行場所等一覧 （別紙１）

日本語 英語 中国語 韓国語 スペイン語 ポルトガル語

1 大阪入国管理局
大阪入国管理局
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号

全員 ○ ○ ○ ○ ○

（注１）　使用言語別の欄の○は，各日１名以上対応可能な相談員が配置されていることを必要とする。

（注２）　使用言語ごとに相談員を配置する必要はなく，同一の相談員が複数言語に対応可能な場合も可。

-
 
2
0
 
-

番号 入札実施局 所在地（履行場所）

使用言語別（注)
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（別紙２）

委託業務の内容

民間事業者が行う具体的事務の内容は，以下のとおりである。

１ 民間事業者が行うべき業務の具体的内容

（１）出入国管理業務手続（別添参照）に係る相談等対応業務

来庁者に対する対応（多言語による対応）

ア 以下の諸手続に関する相談業務及び手続案内業務（（※）については，必要

書類の案内，申請（届出）書・様式用紙の配付及び記載方法の案内を含む。））

① 出入国審査手続

ⅰ）外国人の上陸申請・出国確認手続

ⅱ）在留資格認定証明書交付申請手続（※）

ⅲ）日本人の出国確認・帰国確認手続

ⅳ）トラスティド・トラベラー・プログラム利用希望者に対する登録手続

（※）

② 在留審査手続

ⅰ）資格外活動許可申請手続（※）

ⅱ）就労資格証明書交付申請手続（※）

ⅲ）在留資格変更許可申請手続（※）

ⅳ）在留期間更新許可申請手続（※）

ⅴ）永住許可申請手続（※）

ⅵ）在留資格取得許可申請手続（※）

ⅶ）再入国許可申請手続（※）

ⅷ）自動化ゲート利用希望者に対する事前登録手続（※）

ⅸ）特別永住許可申請手続

ⅹ）在留カード関係手続（※）

ⅺ）所属機関等に関する届出及び所属機関による届出手続（※）

③ 退去強制手続

④ 難民認定手続

イ 管轄案内，道案内，受付時間案内，出入国管理行政に関する各種統計の情報

提供，広報パンフレットの配布

ウ 委託された業務の範囲外の相談（審査の進捗状況の確認，開示請求に係る案

内等）の職員への引継ぎ

エ 委託された業務のマニュアル外の相談についての職員への引継ぎ

（２）管理事務

業務管理者等は，主体となって次の事務を行うこととする。

ア 相談業務全般の進捗状況管理

イ サービスの品質管理
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ウ 個人情報の保護

エ 秘密情報等の保護

オ セキュリティ対策

カ 不正・不当事案の対応

キ 内部監査の実施

ク 苦情処理

ケ 備品，消耗品等の保管・管理

コ 申請（届出）書・様式用紙の保管・管理

サ 統計表（毎月）･業務報告書（日報）及び事業報告書（月報）の作成･提出

シ 事前研修，継続研修の実施

ス 受託事業者の交代に伴う引継ぎ

セ 国との連絡・調整

ソ 他の業務従事者への改善等の指示

（３）付随事務

ア 執務室及び窓口の整理整頓，相談・案内業務処理に当たっての準備作業

イ 使用設備の故障時の職員への連絡

２ 職員と連携して民間事業者が処理する事務

（１）システム又は機器障害発生時における対応

（２）入札実施要項２（４）に規定するアンケート調査実施時の対応
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（別添）

出入国管理業務手続の概要

入国管理局の行政は，次の法律を基本的な根拠法として実施

されている。

○ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。

以下「入管法」という。）

○ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号。以下

「特例法」という。）

これらに関する手続を大別すれば次のとおりである。

(１) 出入国審査手続

(２) 在留審査手続

(３) 退去強制手続（出国命令手続を含む。）

(４) 難民認定手続

各手続の概要は次のとおりである。

(１) 出入国審査手続

ア 外国人の上陸申請手続

外国人が我が国に上陸するためには，有効な旅券で日本

国の領事官等の査証を受けたものを所持し，出入国港（外

国人が出入国すべき海港又は空港）において入国審査官に

対し上陸の申請をしてその審査を受け，旅券に上陸許可の

証印を受けなければならない。この際，上陸審査を受ける

にあたって，１６歳以上の外国人（特別永住者，外交官等

を除く。）は，指紋（原則として両手ひとさし指）及び顔

の個人識別情報を電子的な方法で提供することが求められ

る。

入国審査官は，上陸の申請をした外国人が所持する旅券

及び査証が有効のものであるかどうか，申請に係る本邦に

おいて行おうとする活動が虚偽のものでなく，在留資格の

いずれかに該当し，かつ，上陸基準に適合するか否か，更

に上陸拒否事由（薬物犯罪者，売春従事者，その他一定の

犯罪者等）に該当していないかどうか等，上陸のための条

件に適合しているか否かについて審査を行い，上陸のため
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の条件に適合していると認めたときには，在留資格及び在

留期間を決定し，当該外国人の旅券に上陸許可の証印を行

う。

上陸許可を受けた外国人が中長期在留者（注）である場

合は，新千歳空港，成田空港，羽田空港，中部空港，関西

空港，広島空港及び福岡空港においては，上陸許可時に在

留カードが交付される。また，上記以外の出入国港で上陸

許可を受けた時及び上記出入国港で在留カードを直ちに交

付することができない時は，中長期在留者が本邦上陸後に

定めた住居地を届け出た後，市区町村を経由して在留カー

ド発行拠点から当該住居地あてに在留カードを簡易書留で

送付する。

上記の形態の上陸許可（一般上陸許可）のほか，査証を

必要としない特例上陸許可として，寄港地上陸，船舶観光

上陸，通過上陸，乗員上陸，緊急上陸，遭難上陸及び一時

庇護上陸の許可制度がある。

（注）「中長期在留者」とは，入管法上の在留資格をもっ

て，我が国に中長期間在留する外国人で，具体的には次の

①～⑥のいずれにも当てはまらない人である。

①「３月」以下の在留期間が決定された人

②「短期滞在」の在留資格が決定された人

③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定め

る人

⑤特別永住者

⑥在留資格を有しない人

イ 外国人の出国確認手続

我が国から出国しようとする乗員を除く外国人は，出国

する出入国港において，出国の確認を受けなければ出国す

ることができないこととされており，入国審査官がこの出

国の確認を行っている。

なお，出国する外国人が入管法第２５条の２第１項各号

に該当する者（死刑，無期又は長期３年以上の懲役又は禁

固に当たる罪につき訴追等されている外国人）である旨関

係機関から通報を受けているときは，２４時間を限り当該
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外国人の出国の確認を留保することができる。

ウ 在留資格認定証明書交付申請手続

上陸手続の簡素化と効率化を図るため，上陸審査の中心を

なす在留資格該当性及び基準適合性について事前に審査を

行う制度として在留資格認定証明書制度が設けられている。

エ 日本人の出国確認・帰国確認手続

本邦外の地域に赴く意図をもって出国する日本人は，出

国する出国港において出国の確認を受けなければ出国する

ことができず，また，帰国する場合も帰国の確認を受けな

ければならないこととされており，入国審査官が出入国港

において，この出国又は帰国の確認を行っている。

(２) 在留審査手続

我が国に在留する外国人は，入管法の在留資格制度の下で

その在留目的に応じて，入管法に定めるいずれかの在留資格

及び在留期間を決定され，その在留資格及び在留期間の範囲

内での活動と滞在が認められている。

これに関する手続は，９種の手続（資格外活動許可申請手

続，就労資格証明書交付申請手続，在留資格変更許可申請手

続，在留期間更新許可申請手続，永住許可申請手続，在留資

格取得許可申請手続，再入国許可申請手続，自動化ゲート利

用希望者に対する事前登録手続及び在留カードに係る申請･届

出に伴う交付手続）に分かれる。

在留資格の変更許可，在留期間の更新許可，永住許可，在

留資格の取得許可及び後記（３）の在留特別許可により，引

き続き中長期在留者に該当し，又は新たに中長期在留者に該

当することとなる時に当該外国人に対し，在留カードが交付

される。

また，中長期在留者から，居住地以外の在留カード記載事

項の変更届出，在留カードの有効期間更新申請，紛失等によ

る在留カードの再交付申請，汚損等による在留カードの再交

付申請又は交換希望による在留カードの再交付申請があった

時は，当該中長期在留者に対し，新たな在留カードが交付さ

れる。

このほか，特例法に基づき，平和条約の発効（昭２７．４．
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２８）により日本国籍を離脱した者で終戦前から在留してい

るもの及びその子孫（いわゆる在日韓国・朝鮮人及び在日台

湾人並びにその子孫）について特別永住許可を与える事務が

ある。

(３) 退去強制手続（出国命令制度を含む。）

入管法第２４条各号及び特例法第２２条第１項各号に規定

する事由（不法入国，不法残留，一定の刑に処せられた等。

以下「退去強制事由」という。）のいずれかに該当する外国

人については，我が国から退去を強制することとなる。

この退去強制は，入国警備官による違反調査，主任審査官

が発付する収容令書による収容，入国審査官による退去強制

事由の有無の審査及び認定，この入国審査官の認定に対する

異議があるとして口頭審理の請求があったときは，特別審理

官による口頭審理及び判定，更にこの判定に対する異議申出

があったときは，法務大臣による裁決を経て行われることと

なっており，退去強制が決定したときは，退去強制令書を発

付して国外へ送還することになる。

また，法務大臣の裁決は，前記のとおり特別審理官の判定

に服さず，異議の申出をした者について行われるものである

が，この場合，法務大臣は「異議申出に理由がない」と認め

るときでも，同法第５０条に基づき在留を特別に許可するこ

とができる。この在留特別許可は，法務大臣の裁量に委ねら

れている。

なお，退去強制事由に該当する外国人のうち，速やかに我

が国から出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭した

ことなどの一定の要件を満たす不法残留者については，身柄

を収容しないまま簡易な手続により出国させる出国命令制度

がある。

(４) 難民認定手続

難民の地位に関する条約等への加入に伴う入管法の一部改

正（昭和５６年法律第８６号）により，難民（難民の地位に

関する条約第１条の規定又は難民の地位に関する議定書第１

号の規定により難民条約の適用を受ける難民）の認定等は法
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務大臣が行うものとされている。

難民認定手続に関する事務は，難民の認定，難民の認定の

取消し，難民の認定又はその取消しに関する処分を行うため

の事実の調査，難民旅行証明書の交付及びその返納命令等で

あり，同調査を行うため地方入国管理局に難民調査官が配置

されている。

《参考資料》

１ 出入国管理業務手続図解（（１）～（３）関係）

２ 退去強制手続（出国命令手続を含む。）の流れ

３－１ 難民認定手続図解

３－２ 難民審査参与員制度による審査請求手続図解

４ 中長期在留者の在留管理制度

５ 特別永住者の制度



資料１出　入　国　管　理　業　務　手　続　図　解

-
 
2
8
 
-

外  国  人 

法違反の疑いのあ
る外国人 

退去強制手続 

違反調査 

違反審査 

退去強制令書の 
    発付 

退  去 

摘発 
（単独，警察との合同） 

出頭申告 

送還要件の具備 
（旅券の発給，帰国費
用の工面等） 

出   国   確   認 

特例上陸許可 

在留期間更新許可 

在留資格変更許可 

在留資格取得許可 

資格外活動許可 
永住許可 

異議の申出 

↓ 
（事案によっては）
上陸特別許可 

日本人 

上   陸   審   査 帰国確認 

入
国
審
査
官
 

入
国
審
査
官
 

入
国
審
査
官
 

査証相互免除対象者
（外交・公用又は短期
滞在を目的とする特定
の国の国民） 

特例上陸対象者
（寄港地上陸，乗
員上陸，一時庇護
上陸など） 査 証 発 給 

在留資格認定証明書
の交付 

日本人 

上陸のための条件上陸のための条件

口頭審理 不法入国 

収  容 

収  容 

入
国
警
備
官
 

上陸拒否 

在留関係手続 

上陸許可 

在留の終了 一時的に出国 再入国許可 異議の申出 

↓ 
（事案によっては） 
在留特別許可 

入
国
審
査
官
 

入
国
審
査
官
 

送  還 

入
国
警
備
官
 

出頭申告 

出国命令手続 

違反調査 

出国命令のための 
審査 

出国命令書の交付 

出 国 確 認 

入
国
審
査
官
 

入
国
審
査
官
 

入
国
警
備
官
 

不法残留 

自動化ゲート利用希望者に対する
事前登録 

就労資格証明書の交付 

身分事項の確認 
領置金・領置品取扱い 
関係者との面会，通信，
入浴，運動，病院連行 

口頭審理 



資料２

  上陸拒否期間の短縮

退 去 強 制 手 続 （ 出 国 命 令 手 続 を 含 む 。 ） の 流 れ

退去強制事由に該当すると思われる外国人

入 国 警 備 官 の 違 反 調 査

出国命令対象者に該当 容 疑 な し 容 疑 あ り

収 容

退去強制対象者
に非該当と認定

入国審査官の違反審査

退去強制対象者

特別審理官の口頭審理

入国審査官へ引渡し（引継ぎ）入国審査官へ引継ぎ

認定の誤りと判定 認定に誤りなしと判定

法務大臣の裁決

理 由 あ り 理 由 な し

特別に在留を
許可する事情
あり

特別に在留を
許可する事情
なし

退去強制令書発付在留特別許可放免（在留継続）出国命令書交付

入国審査官の違反審査

出国命令対象者
に非該当と認定

出国命令対象者
に該当と認定

主任審査官へ通知

差戻し

非該当 出命該当

非該当 出命該当

出命該当非該当
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資料3-1

　　（申請）

　　（送付）

（難民審査参与員制度の図解は次頁）

　　　難　民　認　定　手　続　図　解

法　　務　　大　　臣

（法務省入国管理局）

調
査
指
示

調
査
報
告

外　　　国　　　人　　

難  民  認  定  申  請

地方入国管理局等

難   民   調   査   官

難民認定証明書
の交付 

認 定 不認定 

関係機関等 

関  係  者 

（照会） 

（事実調査） 

不認定及びその
理由を通知 

外務省，    
ＵＮＨＣＲ等の
関係機関等 

 

不服なし 不服あり 

法務大臣に対する審査請求 

理由あり 理由なし 

難民認定証明書 理由がない旨

（照会） 



資料3-2
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難民審査参与員制度による審査請求手続図解

事案検討 

  審査請求人の意見陳述                        参与員による審尋 

意見 陳述期日 

外国人 

地方入国管理局 
難民調査官 

審査請求 

本省事務局 

意見検討  

審査請求人 

資料提出 

難民調査官による 

事実の調査 

案件依頼 報 告 

意見陳述 

期日連絡 

事案説明 

本省進達 

法務大臣の決定 

地方入国管理局 
意 見 

提 出 

難民審査 
参与員 

参与員意見 



資料４

中長期在留者の在留管理制度　（在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象）

-
 
3
2
 
-

氏名，生年月日， 
性別，国籍，住居地 
在留資格，在留期間等 

法務省（入国管理局） 市区町村 

住民基本台帳制度 
（外国人住民） 

Ａ市 Ｂ市 

正確な情報が反映された 

外国人の台帳制度に基づいて 

行政サービスを提供 
 就学通知，国民健康保険，児童
手当等の市区町村の個別事務が
円滑に進み，適法に在留する外
国人へのサービスが充実 

住民票 住民票 

正確な情報を 
適宜・適切に提供 

住居地の新規届出（転入届） 
（在留カードに反映） 

住居地変更の届出（在留カードに反映） 

上陸許可・在留に係る 
許可の申請 

上陸許可・在留に係る許可に伴い， 
在留カードを交付 

・氏名，生年月日，性別，国籍の変更届 
 （在留カードに反映） 
・所属機関，身分関係等の変更届 

在留カード 

在留管理に必要な情報 
  ・氏名，生年月日，性別， 
   国籍，住居地等 
  ・在留資格の基礎となる事項 
  （所属機関，身分関係）  

        ↓                          
   一元的，継続的に把握 電算記録 電算記録 

住居地情報 

 

 

 
 

  ・受け入れの開始，終了等の受け入れの 
      状況に関する事項を届出 

厚生労働省 

法務省からの求めにより情報提供 

在留資格に応じ 
必要な情報に限定 

＜所属機関＞ 

学校，研修先 

（転出届） （転入届） 

雇用対策法に 
基づく届出 

届出 

雇用先 



資料５

特別永住者の制度

-
 
3
3
 
-

法務省（入国管理局） 市区町村 

住民基本台帳制度 
（外国人住民） 

Ａ市 Ｂ市 

外国人の台帳制度に基づいて 

行政サービスを提供 

 ・居住関係の公証 
 ・健康保険 

 ・介護保険 
 ・国民年金 

 ・児童手当 
 ・就学通知 

必要な情報の提供 

（転出届） （転入届） 

特別永住者証明書 

在留管理に必要な情報 
氏名，生年月日，性別， 

国籍，住居地 

↓ 
従来同様， 

市区町村経由で把握 

住民票 

電算記録 住居地情報 

住民票 

電算記録 

法定受託事務 

氏名，生年月日，性別，国籍の変更届/ 
有効期間の更新申請 
（特別永住者証明書に反映） 

※地方入国管理局において 
 申請，許可する場合もあり。 

住居地変更の届出 （特別永住者証明書に反映） 

※特別永住許可の申請 

※特別永住許可 



別紙３

引継メモ

引継メモ
引継メモ

入国手続・在留手続等に係る相談等対応業務（窓口対応）

民間事業者

受付（質問・相談内容を確認）

マニュアル等で
想定された質問・相談

マニュアル等にない
質問・相談

マニュアルとおり回答

対
応
終
了

マニュアルとおりに対応したものの，
回答後，さらに新たな事実が発生

委託された範囲外
の質問・相談

マニュアルを確認

入管職員

引
継引

継

引継

対応終了
マニュアルに
フィードバック
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別紙４ 

提   案   内   容   整   理   表 

評 価 の 項 目 及 び 評 価 の 要 素 
提案内容の要約 

提案書

該当頁 項 目 評価区分 要 求 要 件 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

-
 
3
5 

- 
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別紙５

誓 約 書

当社（個人である場合は私，団体である場合は当団体）は，入札に参加するに

当たり，下記の事項を誓約します。

この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより，当方が不利益を被

ることとなっても，異議は一切申し立てません。

記

１ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号。
以下「法」という。）第 10条第 4号及び第 6号から第 9号の暴力団排除条項に
該当しないこと。

２ 暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。

３ 法第 10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。

平成 年 月 日

殿

（郵便番号 ）

入札参加事業者 住 所

電話番号 （ ） －

商 号

又は名称

氏 名 ㊞

（法人にあっては，代表者氏名）

【法定代理人】

氏 名 ㊞
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別紙６ 
従来の実施状況に関する情報の開示 

１ 従来の実施に要した経費（別添のとおり） 
（注記事項） 
委託費：委託費には，当該事業者との契約金額を計上しています。 
 

２ 従来の実施に要した人員（別添のとおり） 
（業務従事者に求められる知識・経験等） 
・出入国管理及び難民認定法をはじめとする出入国管理行政に関する知識・

経験を有すること。 
・簡単なパソコン操作ができること。 

 
（業務の繁閑の状況とその対応） 
 業務の繁閑状況の傾向としては，年度の変わり目である３月と４月が繁忙と

なっています。 
また，制度改正や取扱いの変更などあった場合には，一時的に照会件数が増

加することがあります。 
 
（注記事項） 
人員は，年間を通じ従事していた標準的な配置人数を表示しています。 

 
３ 従来の実施に要した施設，設備及び物品 
（施設，設備関係） 
 別紙１の大阪入国管理局内事務室の外国人在留総合インフォメーションセン

タースペース 
（物品関係） 
 業務処理に必要と認められる物品 
  机，椅子，内線電話機，コピー機，シュレッダー，更衣ロッカー， 

カウンター等 
 

（注記事項） 
上記に記載された施設及び設備は，受託事業者が無償で使用できるものです。 
 

４ 従来の実施における目的の達成の程度（別添のとおり） 

（注意事項） 

目標・計画欄：年２回実施する利用者アンケート調査において，「応接態度が
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適切であったか」，及び「必要な情報を得られたか」に関する満足度において、

それぞれ９０％以上の利用者から「満足」，「ほぼ満足」又は「普通」との評価

を受けていること。 

 

５ 従来の実施方法等 

(1) フロー図 

別紙３の「入国手続・在留手続等に係る相談等対応業務」を参照願います。 

 

(2) 機構図  

別紙１０の「機構図」のとおりです。 

 

(3) 業務取扱時間  

・月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで（昼休み時間

中も取り扱っております。） 

・休日は，土曜日及び日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日，年末年始（１２月２９日から翌年１月３日ま

で）となっております。 

 

(4) 取扱数量等 

従来の業務実施における取扱数量等は別添のとおりです。 

 

 



別添

■　大阪入国管理局インフォメーションセンター

（１）従来の実施に要した経費 （単位：千円）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

常勤職員 0 0 0 0 0 0

非常勤職員 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

24,703 12,600 15,031 12,600 14,289 14,289

計 (a) 24,703 12,600 15,031 12,600 14,289 14,289

（２）従来の実施に要した人員 （単位：人）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

常勤職員 0 0 0 0 0 0

非常勤職員 0 0 0 0 0 0

業務委託職員（民間） 7 6 8 7 6 6

（４）従来の実施における目的の達成の程度

アンケート調査結果（２６年９月，２７年３月及び同年９月実施集計分）

ア　応接態度が適切であったか

満足 ほぼ満足 普通 不満 とても不満 合計 達成率

人数 441 32 5 2 9 489

割合 90.2% 6.5% 1.0% 0.4% 1.8% 100.0% 97.8%

イ　必要な情報を得られたか

満足 ほぼ満足 普通 不満 とても不満 合計 達成率

人数 433 34 12 2 7 488

割合 88.7% 7.0% 2.5% 0.4% 1.4% 100.0% 98.2%

（５）従来の実施方法等（従来の業務実施における取扱数量）

年別 （平成２２年度～平成２７年度）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

155,321 49,311 56,287 43,407 45,910 41,515

来訪 110,479 49,311 56,287 43,407 45,910 41,515
電話 44,842

英語 4,608 3,168 3,229 2,111 2,783 2,944

中国語 2,437 9,280 13,233 9,922 10,082 8,278

スペイン語 552 733 1,039 606 618 655

ポルトガル語 920 461 579 476 446 444

韓国語 449 311 528 1,233 433 606

※電話対応業務は平成23年度から東京入国管理局に集約しています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月

来訪 4,372 3,425 4,603 3,936 3,220 2,725

電話

英語 243 191 255 244 237 205

中国語 852 736 919 761 737 598

スペイン語 68 74 65 57 49 51

ポルトガル語 50 31 44 34 37 24

韓国語 11 18 38 43 16 26

10月 11月 12月 1月 2月 3月

来訪 3,005 2,758 2,865 3,152 3,521 3,933

電話

英語 235 212 238 280 286 318

中国語 541 557 599 656 545 777

スペイン語 62 66 35 37 45 46

ポルトガル語 32 38 32 34 49 39

韓国語 36 12 82 93 101 130

人件費

物件費

委託費

※27年度人員の対応可能言語別内訳は，概ね毎日同じで，英語可3人，中国語可2人，韓国語可2人，スペイン語・ポルトガル語可
1人である（重複あり）。

相談態様

※23年4月から開始した市場化テストについて，24年7月に契約を解除し，以降，国及び随意契約で選定した事業者が委託業務を
実施した。

※26年4月から開始した市場化テストの実施期間は，29年6月までの3年3か月間である。

外国語使用件数
（残りは日本語）

月別 （平成２７年度）

相談態様

外国語使用件数
（残りは日本語）

総　　計

外国語使用件数
（残りは日本語）

相談態様
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別紙７

1 日付

2 業務処理体制

8:30～ 9 10 11 12 13 14 15 16 ～17:15

3 業務処理件数

出入国審査手続

在留審査手続

退去強制手続

難民認定手続

在留カード関係手続

その他

4 外国語対応者

5 特記事項

（１）　苦情対応の有無（対応件数）

　　　　　　　　有（　○件）　　　　・　　　　無

（２）　意見・要望対応の有無（対応件数）

　　　　　　　　有（　○件）　　　　・　　　　無

（３）　その他の特記事項

□□□□社　○○○○　　印

平成○年○月○日（　　）

大阪入国管理局　業務報告書（日報）

日本語 英語 中国語

事案の概要及び対応結果

事案の概要及び対応結果

応対者氏名

スペイン語韓国語

対応言語 勤務時間

窓口相談（来庁者）

平成○年○月○日分

時間帯

業務従事者（総数）

うち業務管理者

相談言語（件）

ポルトガル語

応対者氏名

○○語 計

勤務時間対応言語
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別紙８

1 業務実施期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日

2 要求水準を満たしていない事項及びそれに対する業務従事者の指導等の措置

3 大阪入国管理局からの改善指示事項及びそれに対する業務従事者への指導等の措置

4 大阪入国管理局への業務改善提案等

5 その他の特記事項

□□□□社　　代表取締役　　○○○○　　印

報告書作成者　　○○○○　印　

大阪入国管理局　事業報告書（月報）
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別紙９

日本語 英語 中国語 韓国語 スペイン語 ポルトガル語 ○○語 計

窓口相談（来庁者）

出入国審査手続

在留審査手続

退去強制手続

難民認定手続

在留カード関係手続

その他

□□□□社　　代表取締役　　○○○○　　印

報告書作成者　　○○○○　印　

平成○年○月分
相談言語（件）

大阪入国管理局　相談件数統計表　平成○年○月分
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別紙１０

（大阪入国管理局機構図）
（平成 28 年 7 月 1 日現在）

総 務 課 外国人在留総合インフォメーションセンター

法 大 会 計 課
阪

務 入 審査管理部門
国

省 管 就労・永住審査部門
理
局 留学・研修審査部門

審判部門

実態調査部門

情報管理部門

企画管理部門

調査第一部門

調査第二部門

処遇部門

執行部門

支 局

出 張 所
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